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第１章．深田保育所改築にあたっての前提要素 

 

１．基本構想策定の背景・目的及び位置付け 

（１）背景・目的 

長岡京市（以下「本市」とします）では、児童福祉の増進を図るため、昭和 27（1952）年度に開

田保育所を開所して以来、複数の保育所を運営してきました。現在は、開田保育所、滝ノ町保育所、

新田保育所、深田保育所の 4 か所を運営しています。 

このうち、耐震性能と老朽化の問題があった開田保育所は平成 28（2016）年に、新田保育所は令

和元（2019）年に、それぞれ近接する小学校との複合施設として移転改築を行いました。 

深田保育所は、地域の願いのもと、昭和 50（1975）年に建設、昭和 51（1976）年に開設され、

地域に親しまれ、地域に根づいた保育所として、今日までその役割を果たしてきました。しかしなが

ら、深田保育所も耐震性能と老朽化の問題を抱えており、平成 24（2012）年に耐震化工事を実施し

たものの、経年劣化による老朽化の進行は避けられず、雨漏りや設備の不具合など、様々な問題が生

じています。そのため、これまで修繕等の対応を重ねてきましたが、抜本的な対策が必要な状況とな

っています。そこで、この度、深田保育所の改築等の検討を行うこととしました。 
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（２）本構想の対象 

本構想の対象となる保育所は、深田保育所です。 

【本構想の対象】 

名称 所在地 

長岡京市立深田保育所 長岡京市野添 2 丁目 3 番 3 号 

位置は下図のとおりです。市役所から北の方角にあり、JR 長岡京駅より徒歩 20 分、阪急長岡天

神駅から徒歩 15 分のところにあります。 

【位置図】 
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（３）本構想策定に係る検討経緯 

改築を検討するにあたり、深田保育所の目指すべき姿を共有し、よりよい保育を実現できる施設と

して整備するために、令和 6 年 7 月から深田保育所改築に関する検討メンバー(※)によるワークシ

ョップを開催し、様々な観点から理想の保育・規模・配置の適正化について検討を行いました。また、

より広く職員の思いを集めるべく、本市の全公立保育所の職員を対象にアンケートを実施しました。 

本構想の策定に係る検討の経緯は次のとおりです。 

 

【本構想策定に係る検討経緯】 

令和 6 年 7 月 第１回ワークショップ 改築手法案の概要や現状の確認 

令和 6 年 8 月 第 2 回ワークショップ 事例紹介、新しい保育所のイメージ共有 

令和 6 年 8 月 職員アンケート実施 以下のアンケートを実施 

・理想の保育所について 

・園舎の各部分についての意見 など 

令和 6 年 9 月 第 3 回ワークショップ 内部空間のイメージ共有 

令和 6 年 10 月 第 4 回ワークショップ 外部空間のイメージ共有 

令和 7 年 1 月 第 5 回ワークショップ まとめ 

 

※検討メンバーの構成員は、開田保育所、新田保育所、深田保育所、滝ノ町保育所から選出された 

全６名の職員と、市職員となります。 

 

 

（４）本構想の位置付け 

本構想は深田保育所改築の方向性を示すものであり、今後予定されている深田保育所の基本設計及

び実施設計において、設計の基礎資料となるものです。 
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２．深田保育所を取り巻く現状と課題 

（１）深田保育所の現状 

①周辺状況 

深田保育所周辺は市営住宅を含む中・低層の集合住宅と

戸建て住宅の建ち並ぶ閑静な住宅地です。北側、東側、南

側の３方向が接道し、交通量は多くありません。西側は市

営野添住宅 A 棟に隣接し、遠景に西山が見えます。 

近くに深田公園があり、北側のグラウンドで球技を、南

側の遊具で乳幼児が遊ぶ風景が見られます。 

保育所には地域子育て支援センターも併設されており、

本市内の未就園児とその保護者が利用できる交流の場とな

っています。 

 

②敷地条件 

敷地における法規制等の条件は以下の通りです。 

所在地 長岡京市野添 2 丁目 3 番 3 号 

規模 敷地面積：1,622 ㎡ 

用途地域 第 1 種中高層住居専用地域 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

道路斜線制限 1.25A(※)（適用範囲 20m） 

北側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3231 号線） 

東側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3238 号線） 

南側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3236 号線） 

隣地斜線制限 20m+1.25A（高さが 20ｍを超える場合に適用） 

北側斜線制限 10m+1.25A（日影規制がかかる場合適用しない） 

防火指定 準防火地域 

日影規制 敷地境界線から５ｍ超～10m 以内：4 時間 

敷地境界線から 10m 超：2.5 時間 (平均地盤面から 4m の高さ) 

（高さが 10ｍを超える場合適用） 

その他 第 2 種高度地区(10m+0.6L(※※)かつ高さは 20ｍ以下) 

※A：敷地と反対側の道路境界からの水平距離 

※※L：前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離 

深田保育所 
深田公園 

市営野添住宅A棟 
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③既存園舎の配置・施設状況 

現在は南側道路に面する正門から通園しています。また、調理室の食材は北側から搬入しています。

園舎は敷地北西に L 字型に、園庭は南東に配置されています。 

 

【深田保育所 配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存園舎の施設状況は以下の通りです。 

規模 建築面積：  708 ㎡ 

延床面積：  895 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 2 階建て 

しゅん工 昭和 50（1975）年 建設 

主な改修履歴 平成 24（2012）年 耐震化工事 

  

敷地南側からみた園庭と既存園舎 屋外廊下からみた園庭 敷地南側正門 
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（２）既存園舎の課題 

深田保育所は昭和 50（1975）年に建設され、平成 24（2012）年に耐震化工事が行われましたが、

その後も設備機器の経年劣化が著しく、今後の維持管理等に係るコストの縮減を実現しつつ、昨今の

社会情勢を鑑みた保育所ニーズに合わせた建替えの検討が必要となりました。 

職員アンケートでも下記のような意見がありました。 

 

① 施設の老朽化 

・水回り（特に園児用トイレ）の便器数の不足 

・設備機器の老朽化 

・雨漏り 

・屋外廊下（特に２階）の床が雨で濡れる 

・ドアの建付けが悪い 

 

② 社会的ニーズへの対応 

・バリアフリー対応でない、エレベーターがない 

・保育室入口を含め各所に段差がある 

・改修の積み重ねで、階段の段差が部分的に異なりつまずきやすく危ない 

・調理室の衛生管理が、ワゴンの出し入れなども含めドライ方式になっていない 

・送迎時の駐車・駐輪スペースの不足による正門前道路の混雑 

・熱中症対策の遮光ネットを設置する際、危険な高所作業を伴う 

・屋上への階段がなく、屋上での設備メンテナンス時に支障がある 

 

③ 保育ニーズへの対応 

・図書を事務室に置いているが、子どもたちが利用しやすい環境にしたい 

・遊戯室が狭い 

・手洗いが保育室の外にあり、使いにくい 

・造り付けの個人収納ロッカーが使いづらい 

・出入口を安全で使いやすい引き戸にしてほしい 
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（３）建替えに伴う課題 

①狭小敷地 

敷地面積 1,622 ㎡に、建築面積 708 ㎡の既存建物があるため、現敷地内で建替えを検討する場合、

既存園庭に仮設園舎を建設すると、工事期間中の園庭が十分に確保できません。 

 

②代替敷地の確保 

別敷地に仮設園舎、仮設園庭を建設する場合、保育への影響を少なくするため、近隣敷地で同規模

敷地の代替敷地の確保が必要となります。そこで、近隣にある深田公園、市営野添住宅 A 棟、長岡

京市立保健センター(以下「保健センター」とします)の３つの代替敷地について検討を行いました。 

市営野添住宅A棟 深田公園

 

保健センター

 

深田保育所 
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〈深田公園〉 

深田公園は、東西に走る市道 3236 号線により２分割された都市公園です。北側のグラウンドで球

技をし、南側の小敷地の遊具で乳幼児が遊ぶ姿が見られます。北側のグラウンドは防球ネットで四方

が囲まれており、球技で遊べる人気の公園となっています。なお、夜間は施錠されています。 

 

深田公園に建築する場合の法規制等の条件は以下の通りです。 

所在地 長岡京市野添 2 丁目８番 

規模 敷地面積：2,411 ㎡ 

 北側：2,009 ㎡ 

 南側：402 ㎡ 

用途地域 第 1 種中高層住居専用地域 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

接道道路 東側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3227 号線） 

西側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3226 号線） 

中央：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3236 号線） 

※道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、防火指定、日影規制などの条件は深田保育所に同じ 
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【深田公園 配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①からみた深田公園（北側） ②からみた深田公園（南側） 
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〈市営野添住宅 A 棟〉 

市営野添住宅 A 棟は、北側、南側の 2 方向が市道に接道し、東側は深田保育所、西側は住宅に隣

接しています。昭和 52（1977）年に建設された、3DK の家族世帯向けの市営住宅で、耐火構造 4

階建てです。 

 

敷地における法規制等の条件は以下の通りです。 

所在地 長岡京市野添 2 丁目 3 番 5 号 

規模 敷地面積：1,778 ㎡ 

用途地域 第 1 種中高層住居専用地域 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

接道道路 北側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3231 号線） 

南側：建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号 市道（3236 号線） 

※道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、防火指定、日影規制などの条件は深田保育所に 

同じ 

 

施設の構造及び整備状態は以下の通りです。 

規模 建築面積：  484 ㎡ 

延床面積：1,578 ㎡ 

構造 プレキャストコンクリート造 4 階建て 

耐震診断により耐震性確認済み（第2次長岡京市営住宅等長寿命化計画より） 

しゅん工 昭和 52（1977）年 建設 

主な改修履歴 平成 30（2018）年 長寿命化改修（バリアフリー、外壁） 

→ 一部バリアフリー化済み(屋内手摺、高齢者対応浴槽) 

→ 外壁改修 

住戸数 24 戸 

駐車場 17 台 

その他 階段室形式 
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【市営野添住宅 A 棟 配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①からみた野添住宅 A棟 ②からみた野添住宅 A棟 
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〈保健センター〉 

保健センターは、深田保育所から北へ徒歩 5 分ほど、府道 203 号線を渡ったところにあります。

西側は市道、南側は府道に接道し、北・東側は住宅地に隣接しています。 

市民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする施設として、昭和 57（1982）年に、旧乙訓休

日応急診療所に増築する形で建設されました。乙訓休日応急診療所は、令和４（2022）年に京都済

生会病院敷地内に移転しています。なお、保健センターは現在建設中の市役所新庁舎に移転する予定

です。 

 

敷地における法規制等の条件は以下の通りです。 

所在地 長岡京市今里北ノ町 39 番 5 号 

規模 敷地面積：1,118 ㎡ 

用途地域 第 1 種低層住居専用地域(北側)、準住居地域(南側) 

容積率 100％(北側) 、200％(南側) 

建ぺい率 60％ 

防火指定 建築基準法第 22 条指定区域（北側） 、準防火地域（南側） 

その他 なし（北側）、第 2 種高度地区（南側） 

 

構造及び整備状態は以下の通りです。 

規模 建築面積：  460 ㎡ 

 保健センター部分：264 ㎡ 

 旧乙訓休日応急診療所部分：196 ㎡ 

延床面積：1,178 ㎡ 

 保健センター部分：711 ㎡ 

 旧乙訓休日応急診療所部分：467 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 3 階建て 

新耐震基準適合 

しゅん工 昭和 56（1981）年 旧乙訓休日応急診療所建設 

昭和 57（1982）年 保健センター建設 

主な改修履歴 平成 26（2014）年 屋上・外壁の防水補修及びトイレ改修 

・バリアフリー化済み → エレベーター、多目的トイレ、スロープ 

現況 ・給排水管の漏水  ・雨漏り 

・エレベーターの老朽化  ・空調設備の老朽化 
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【保健センター 配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

正面玄関 1 階ロビー ①からみた保健センター 
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第２章．深田保育所改築に求められる機能・規模の検討 

 

１． 深田保育所の保育について 

（１） 深田保育所が大切にしていること 

新しい園舎を整備するにあたり、深田保育所で培ってきた保育のあり方を大切にし、この地にふさ

わしいものとしてさらに発展させていく必要があります。子どもを中心に、その保護者、また職員が

大切にされ、今の時代に合った保育所となると共に、深田保育所が大切にしていることを掲げ、整備

の基本的な姿勢とします。職員が子どもと接するなかで感じている思いをアンケートならびにワーク

ショップにより、次のとおり整理しました。 

 

① 自然に触れ、自然を大切にする 

園庭で樹木や草花、虫などの自然を感じられ、生活や遊びの中で生命、自然及び社会の事象につい

ての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力を育む 

・四季を感じられ、樹木や草花、虫などに子どもたちが主体的に触れて遊ぶことのできる屋外空間と

する。 

・菜園で植物や野菜を育て、収穫し、調理室で調理する様子を見られるなど、食育を通して子どもた

ちが食べることの大切さや好奇心を育む。 

・身近な生き物の飼育ができる環境を整え、いのちを大切にする心を育てる。 

 

② 地域・社会とつながる 

人格形成の基礎作りにある乳幼児期に人権を尊重する心を育み、人と関わる力を養うことを大切に

する 

・地域の敬老会に参加するなど、つながりを大切にする。 

・地域の児童館との連携を行う。 

・地域の文化祭での作品展示や発表を行う。 

・地域子育て支援センターを通じて、未就園児やその保護者が訪ねやすいなど開かれた保育所とする。 

 

③ 絵本とつながる 

絵本を通して豊かな感情や表現力を育み、創造力の芽生えや自己肯定感を培う 

・絵本が好きな子に育ってほしいという思いで保育の中に絵本を取り入れている。 

・地域と協力・交流しながら行う「年長ふれあいの夕べ」では絵本を取り入れた遊びを行う。 

・長年取り組んできた絵本を深める研究会の活動を活かし、対象年齢や保育の状況に相応しい本が見

つけやすい空間を設ける。 

・日常の中で子どもたちが自主的により多くの本と触れあえるような空間を設ける。 
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（２） 整備方針 

深田保育所が大切にしてきたことを反映し、次のとおり整備方針を定めます。 

 

➊ 子どもを守り、育てる、安全・安心な保育所 

 子どもが家庭にいるような安心感を持てるように、大人の目が届き、見守ることのできる保育所

を目指す 

・子どもたちの様子、保育の様子が分かりやすく開放的で全体を見渡せる配置とする。 

・夏場でも冬場でも快適に過ごせるよう、日当たりが良く、強い日差しを遮る工夫を施す。 

・できるだけ死角を少なくし、職員の見守りやすさに配慮する。 

・子どもたちの動線を考慮し、衝突防止や、建具や家具などの安全対策を行う。 

・送迎の車・自転車について、道路前の混雑の緩和、子どもの道路への直接の飛び出し防止を検討す

る。 

 

❷ 子ども一人ひとりがのびのびと活動できる保育所 

 子どもの個性を大切に伸ばしながら、子どもの「したいこと」にていねいに寄り添う 

・子どもの直接体験(見る、聞く、味わう、触れる、かぐ) が充実できる環境とする。 

・好きな遊びが見つけられる環境、じっくりと遊びこめるスペースを確保する。 

・子どもの成長・発達に応じた保育ができるよう、家具やトイレ・手洗いの高さなど工夫する。 

・友だちとにぎやかに過ごせる場所、絵本を読みながら静かに過ごせる場所など様々な場所を設定し、

子どもの状況に応じた対応ができるようにする。 

 

❸ みんなで育ち、みんなで育てる保育所 

 日常的なふれあいや異年齢交流、取組みが活発に行われる 

・他クラスや園庭の様子が見え、園全体で子どもたちの成長を見守ることができる配置を検討する。 

・様々な学年と交流・取組みができる配置を検討する。 

・社会性・協調性・思いやりの気持ちを育めるような配置を検討する。 

 

❹ 職員が働きやすい保育所 

園舎内の移動や設備など、職員が働きやすい環境を整備し、保育内容の向上と効率的な運営を目

指す 

・職員同士連携しやすい部屋の配置や設備導入を検討する。 

・施設のメンテナンスや、維持管理のしやすい仕様・設備を検討する。 



16 

 

２．深田保育所の施設・機能について 

保育所は、児童福祉法に基づき、保育が必要な状態にある乳幼児を保護者のもとから通わせて保育

することを目的とする施設です。乳幼児が、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な時期に、

その生活の大半を過ごすところです。 

家庭や地域社会と連携を密にして養育の補完を行い、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活が

できる環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な発達を図

ることです。そのため、養護と教育を一体とし、豊かな人間性を持った子どもを育成することが保育

の特性であり、基本であると考えます。       ＜令和 5 年度深田保育所要覧より抜粋＞ 

 

深田保育所の保育状況は以下の通りです。 

定員 120 人 

開所時間 午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分 

発達支援保育 あり 

子育て支援センター あり 

主な行事 入園式・進級式／七夕の集い／運動会／芋掘り／遠足／生活発表会／

クリスマス会／鏡餅づくり／新年の集い／節分・豆まき／絵画展／お

別れ会／卒園式 

主な地域行事 ＜親子のふれあい＞年長ふれあいの夕べ 

＜高齢者との交流＞地域の敬老会への参加と交流 

＜地域の取り組みへの参加＞北開田文化祭への参加 

＜小中学校との交流＞もうすぐ１年生体験、中学生職場体験 

 

深田保育所に併設されている地域子育て支援センター「たんぽぽ」は、保育士などによる子育ての

アドバイス、手遊びや歌など親子のふれあいを深める事業、子育て相談などを通して、未就園児とそ

の保護者の子育てを支援しています。 

地域子育て支援センター「たんぽぽ」の活動状況は以下の通りです。 

対象 0 歳から就園前の子どもと保護者 

開所時間 午前 10 時～11 時 30 分（月曜日～金曜日） 

午後 1 時～2 時 30 分（月曜日・水曜日[第２・第４]・金曜日） 

事業内容 ＜育児不安などについての相談指導＞あそび場の提供／電話相談／個別に来所相談

／子どもと遊びながら育児上の相談 

＜子育て情報の提供＞支援センターだよりの配布／子育て講座の開催 

＜関係機関との連携＞福祉、保健、教育、医療との連携／主任児童委員との連携 
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（１）求められる機能・諸室 

本構想、第 1 章 2-(2)既存園舎の課題、第 2 章 1-(1)深田保育所が大切にしていることに沿って、

新園舎の機能・諸室に必要と思われることを整理しました。 

 

【全体】 

 配置  

・園庭は子どもたちが十分に遊べるようにできる限りの面積を確保する。 

・保育室は体格差や保育の内容を考慮し、0～2 歳児(以下「乳児」とします) は同一階とし、3～5

歳児(以下「幼児」とします)も同一階を基本とする。 

・遊戯室は保護者や地域の人も出入りしやすい配置を検討する。 

・事務室は子どもたちの安心・安全を確保するため、敷地内出入口に最も近い位置に配置し、園内外

の状況にすぐに対応できる動線を確保する。 

・調理室は保育空間の妨げとならない食品の搬入動線を確保する。 

・地域子育て支援センターは利用者が来所する度に開門する必要があるため、1 階に配置されること

が望ましいが、1 階以外に設ける場合は部屋に至るまでの動線をよく検討する。 

・地域子育て支援センターでも屋外で遊びやすい環境を検討する。 

 動線  

・園庭と保育室の距離をできるだけ近くし、すぐに園庭に出られるよう配慮する。日常生活での行き

来に加え、災害時の避難も速やかにできる動線とする。 

・園庭に向いた屋外廊下は活動が活発になり、他学年が何をしているのかが見えてよいが、砂を持ち

込まない、天気・天候に左右されない、などの工夫が必要なため、屋外廊下の導入は十分に検討す

る。 

・靴の履き替えは、屋外へスムーズに出入りできるよう検討する。 

・2 階以上の階に保育室を設ける場合、避難・安全性について十分に検討する。 

 環境  

・自然の風や光を感じられるよう、通風や採光に十分に配慮する。 

・上階の音が下階に響かないように配慮する。 
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【内部空間】 

 保育室  

・子どもが日常の大半を過ごす生活場所として、食事、睡眠、休憩、排泄の生活行為と屋内外の遊び

を安全・安心に行える環境・空間を整備する。 

・成長発達に応じた工夫をする。多様な種類の遊びを促す環境を整備する。 

・保育の柔軟性向上と防犯対策を兼ね、1～5 歳児は各年齢 2 クラスとし隣接する保育室間の壁に引

戸の内扉等を設けることを検討する。可能であれば、クラス年齢間を超えた隣接する保育室間の壁

にも引戸の内扉を設けることを検討する。 

・乳児保育室は直接出入り可能なトイレを設けられるよう検討する。 

・保育士の連携が可能となる動線を確保する。 

・調乳室から保育室の様子が分かるようにする。 

・乳児保育室は、家庭的な保育環境にするとともに、ほふくスペースや畳スペースを検討する。 

・午睡用布団を収納する物入れや遊具の出し入れができる収納を充実させることを考慮する。 

・個人の持ち物 (着替え・水筒など)がおさまる個人用ロッカーを設置する。部屋の自由度を高める

ため、可動式の検討も行う。 

・子どもたちの作品や掲示物が沢山貼り出せる壁面を設ける。 

・室内に子ども用手洗い場の設置を検討する。 

・食育の活動が行いやすい環境、仕様を検討する。 

・多様な保育ニーズに対応できるよう、保育室を活用できる造りとする。 

・出入口の指詰めや家具の角など子どもの安全性への配慮を徹底する。 

 遊戯室  

・入園式、卒園式、発表会、懇談会などの行事での利用、異年齢交流や雨天時の運動スペースとして

利用できる場所を整備する。 

・室内運動遊具、椅子や机などが収納できる倉庫を隣接して設けることが望ましい。 

・発表会利用のできるしつらえを検討する。 

・食育の活動が行いやすい環境、仕様を検討する。 

・太鼓など音楽活動も行うため、防音に配慮する。 
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 事務室（職員室） 

・職員が働きやすい環境を整備することを目指し、職員同士のコミュニケーション、休養、事務処理

などを行う場として必要な空間を整備する。 

・休憩室は職員のコミュニケーション向上を図り、職員全体でサポートし合える関係づくりを目指し

事務室経由となるような配置を検討する。 

 医務室  

・子どもが発病したり、外傷を負った場合の応急措置や休養の場として、静養可能なスペース、必要

な医薬品と保管場所を確保した空間を整備する。 

・職員の目が届くよう事務室内に設け、扉あるいはカーテンなどで隔離できるように検討する。 

 調理室  

・食品衛生に配慮した作業区分やアレルギー対応に配慮したスペースや動線を整備する。 

・子どもたちが調理風景を日常的に見ることができ、食育につながるような工夫をする。 

・給食の配膳しやすさに配慮する。 

 地域子育て支援センター（たんぽぽ） 

・市の子育て支援の拠点として、子どもや保護者が利用しやすく、相談などにも応じやすい空間を整

備する。 

・保育所内にある利点を活かし、保育所の雰囲気を感じられるよう配慮する。 

・用途によって部屋を仕切れるもの(扉、カーテンなど)を検討し、相談スペースや授乳スペースとし

ての利用を検討する。 

・多様な遊びができるよう配慮する。 

 その他  

・今後の IT 設備の変化を見込み、情報設備環境の充実を図る。(電話、LAN など) 

・エレベーターは子どもがいたずらをしないような工夫を図る。 
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【外部空間】 

 園庭  

・園庭まわりに季節の植物・樹木を植え、子どもたちが四季を感じ、身近な生き物と触れ合える環

境を整える。 

・自然を感じられ、子どもの遊びの意欲や探求心を掻き立てる仕組みを考える。 

・菜園活動のできる畑を設け、日常的に水やりや観察ができるように配慮する。 

・運動会開催などに配慮した形状を検討する。 

・広く見渡せる園庭とし、遊具などの配置で、乳児と幼児の活動スペースをゆるやかに分けられる

ように検討する。 

・すべり台などの遊具は、発達段階に応じて、乳児、幼児、それぞれが遊べるものを設置すること

を検討する。 

・夏場の強い日差しを遮るため、樹木の木陰の活用や職員が安全に設置できる遮光ネットなどを検

討する。 

・外遊びの遊具が収納できるスペースを確保する。 

 その他  

・洗濯や物干し場のスペースを検討する。 

・組み立て式の幼児用プール、乳児用プールの収納場所を検討する。 

・2 階以上の階にプールを設置する場合は、近くに見学者が滞在でき、更衣室として利用できるよ

うなスペースを検討する。 

・2 階以上の階に屋外園庭を設ける場合は、1 階の園庭との視線のつながりに配慮する。  
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（２）規模 

必要諸室一覧表 

部屋名 面積・台数 ※ 用途・機能 必要設備 

保育室 0 才児 30 ㎡  ほふくスペース(床暖房)を含む 手洗い 

沐浴室 10 ㎡   沐浴槽、汚物処理 

調乳室 5 ㎡   流し台 

保育室 1 才児 40 ㎡×2  畳スペース(床暖房)を含む 手洗い 

保育室 2 才児 40 ㎡×2  畳スペース(床暖房)を含む 手洗い 

保育室 3 才児 40 ㎡×2   手洗い 

保育室 4 才児 45 ㎡×2   手洗い 

保育室 5 才児 45 ㎡×2   手洗い 

遊戯室 140 ㎡    

調理室 90 ㎡ 〇 休憩室、更衣室、専用トイレを含む 調理機器、手洗い 

事務室(職員室) 80 ㎡ 〇 給湯室、医務室を含む 流し台、手洗い 

休憩室 適宜  男性・女性更衣室を含む  

会議室 適宜    

トイレ(園児用) 80 ㎡   手洗い、汚物処理 

トイレ(大人用) 20 ㎡  各階、多目的トイレを含む 手洗い 

シャワー室 適宜  大人用、園児用  

廊下・階段 適宜    

倉庫 適宜  各階  

屋外倉庫 適宜 〇 園庭で使用するものを収納  

子育て支援セン

ター(たんぽぽ) 

45 ㎡   手洗い 

園庭 適宜 〇  手洗い、足洗い、

シャワー 

保護者駐車場 3 台程度 〇   

保護者駐輪場 5 台以上 〇   

職員駐輪場 適宜 〇   

控室 適宜  用務員などが利用 手洗い 

※上記〇印は、必ず 1 階に配置する諸室。 
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第３章． 深田保育所改築手法の検討 

 

１．改築の比較検討 

現敷地と近隣の候補地（深田公園・市営野添住宅 A 棟・保健センター）について、できるだけ多

様な可能性を探るため、10 タイプの比較案を作成し、検討を行いました。 

検討の結果、案１～案 5 としてまとめ、さらに詳細な比較を行いました。 

【案 1～案５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不採用案】 
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（１）各案の検討経緯 

 案１ 現深田公園に移転  

〈方法①〉都市公園を占用して、園舎を新設する 

平成 29 年 6 月 15 日に施行された都市公園法改正(第 7 条第 2 項の追加)により、政令で定める下

記技術基準等を満たす場合、公園管理者は一定の条件をクリアしていれば、都市公園の占用を許可す

る旨が記されています。 

【主な条件】 

・用途が保育所(通所型)(施行令第 12 条第 3 項) 

・敷地面積は公園内広場の 30％を超えない範囲(施行令第 16 条第 6-2 項) 

・占用期間が最長 10 年を限度(施行令第 14 条第 1 項イ) 

上記条件のうち、深田公園の敷地約 2,400 ㎡に対し、30％の約 720 ㎡で園舎＋園庭を設けること

は、現深田保育所敷地の約 1,600 ㎡よりも大幅に減少するため、都市公園を占用して園舎を新設す

ることは困難となります。 

 

〈方法②〉公園を代替敷地に移設し、現公園内に園舎を新設する 

都市公園法第 16 条第 2 項により、公園と同等面積の代替敷

地があれば、公園を移転し深田公園の全面積を敷地として園舎

が新設できます。しかし近隣を調査した結果、約 2,400 ㎡の代

替敷地がないこと、かつ、公園が保育所に用途変更した際の周

辺環境への影響が大きいため、公園を移設し、園舎を新設する

ことは困難となります。 

 

【工事スケジュール】 

 

 

 

【メリット】 

・仮設園舎が必要ない。 

・敷地外で工事を行うため、工事期間中の保育への影響がない。 

 

【デメリット】 

・新園舎建設から公園再整備期間中は公園を利用できない。 

・敷地交換による環境等の変化により、生活環境などへの影響が大きい。 

・地域の幹線道路に接するため、園児送迎時等における安全対策が必要となる。 
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 案２ 敷地内での建替え（仮設園舎を設けない） 

【ローリング計画】 

 

 

 

 

 

 

 

既存解体を 3 回に分け、敷地内の空きスペースに順に園舎を新築します。仮設園舎を建てず、敷

地内で解体・新築を交互に行うため、工期は最も長くなります。Ⅰ期で調理室、事務室などの管理部

門を建設、Ⅱ期で保育室の一部と遊戯室を建設、Ⅲ期で園庭整備をし、残りの保育室を建設します。 

 

【工事スケジュール】 

 

 

 

【メリット】 

・仮設園舎が必要ない。 

 

【デメリット】 

・３回に分けて新築するため工期が長い。 

・工事期間中の敷地内園庭が極端に小さくなる。 

・工事エリアが保育環境に近いため、工事期間中に騒音や振動の影響がある。 

・既存園舎を避けながら新園舎を建設するため、園舎の位置が敷地内の北側から南側配置へと変更さ

れる。建物配置が異なるので、日影、通風、音響、振動、粉塵、臭気、落ち葉、交通など、近隣・

周辺環境への配慮が必要となる。 
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 案３（その１） 敷地内での建替え（仮設園舎［保育室］を設ける） 

【ローリング計画】 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の空きスペースに仮設園舎（保育室）を建設し、既存解体と園舎新築を 2 回に分けて行い

ます。Ⅰ期で調理室、事務室などの管理部門と保育室の半分を建設、Ⅱ期で残りの保育室を建設し、

園庭整備を行います。 

 

【工事スケジュール】 

 

 

【メリット】 

・既存園舎と新園舎の配置がほぼ等しいので、近隣・周辺環境への影響が少ない。 

・既存園舎と同じく、南向きの保育室が計画できる。 

 

【デメリット】 

・仮設園舎を建設し、２回に分けて新築するため工期が長い。 

・工事期間中の敷地内園庭が極端に小さくなる。 

・工事エリアが保育環境に近いため、騒音や振動の影響がある。 
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 案 3（その２） 敷地内での建替え（仮設園舎［事務室→保育室］を設ける） 

【ローリング計画】 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の空きスペースに仮設園舎（事務室→保育室）を建設し、既存解体と園舎新築を 2 回に分

けて行います。Ⅰ期で調理室、事務室などの管理部門を建設、Ⅱ期で保育室を建設し、園庭整備を行

います。 

 

【工事スケジュール】 

 

 

【メリット】 

・保育室、調理室、事務がホールを中心に集まっているので、動線の利便性が高い。 

 

【デメリット】 

・仮設園舎を建設し、2 回に分けて新築するため工期が長い。 

・工事期間中の敷地内園庭が極端に小さくなる。 

・工事エリアが保育環境に近いため、騒音や振動の影響がある。 

・既存園舎と新園舎の配置が異なるので、近隣・周辺環境への配慮が必要となる。 

・保育室が園庭に面していない。 

・玄関が 1 か所となるので十分な広さが必要となる。 
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 案４ 深田公園に仮設園舎を設置して建替え  

深田公園に仮設園舎を建設し、既存建物撤去

後、新園舎を建設します。新築工事が 1 回で済

むため、他配置案よりも工期が短くなります。 

深田公園へ仮設を設ける際には、本構想、第

3 章.1.(1)に記したように、「用途が保育所(通所

型)」「敷地面積が公園内広場の 30％を超えない

範囲」「占用期間が最長 10 年を限度」という 3 つの条件を守り、深田公園の敷地約 2,400 ㎡に対し、

30％の約 720 ㎡で仮設園舎＋園庭を設けることとなります。 

仮設園舎の設置期間は約 2 年となるため、園児送迎時等における安全対策や保育所移転に伴う騒

音の問題に関して、詳細な検討と対策が必要となります。 

 

【工期スケジュール】 

 

 

 

【メリット】 

・仮設園舎の建設が必要だが、別敷地なので仮設園舎の建設・撤去は保育に影響しない。 

・工事敷地と仮設園舎敷地が別のため、騒音や振動などの心配がない。 

・敷地内の既存園舎を一括で撤去するため、新園舎のプランを自由に検討できる。 

 

【デメリット】 

・工事期間中の敷地内園庭が小さくなる。 

・仮設園舎設置工事から解体までの間、深田公園の利用制限を受ける。 

・仮設園舎が地域の幹線道路に接するため、園児送迎時等の安全対策が必要となる。 
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 案５ 現保健センターを仮園舎に改修して建替え  

現保健センターを仮園舎に改修し、既存建物

撤去後、新園舎を建設します。新築工事が 1 回

で済むため、他配置案よりも工期が短くなりま

す。 

 

 

 

【工期スケジュール】 

 

 

 

【メリット】 

・仮園舎への改修が必要だが、別敷地なので仮園舎への改修は保育に影響しない。 

・工事敷地と仮保育敷地が別のため、騒音や振動などの心配がない。 

・仮園舎の構造がしっかりしているため、騒音・振動等の影響を受けない。 

・敷地内の既存園舎を一括で撤去するため、新園舎のプランを自由に検討できる。 

 

【デメリット】 

・工事期間中の敷地内園庭が小さくなる。 

・仮園舎は幹線道路やこども園が近いため、園児送迎時等の安全対策が必要となる。 
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（２）不採用案の検討経緯 

 市営野添住宅 A 棟を仮園舎として改修  

〈方法①〉市営野添住宅 A 棟の 1 階の一部を仮園舎として利用し、現敷地に新設する。 

〈方法②〉市営野添住宅 A 棟の 1・２階を仮園舎として利用し、現敷地に新設する。 

 

現時点で空室がないため、住民との協議

などが必要となることから、市営野添住宅

A 棟を仮園舎として改修することは困難と

なります。 

ただし、市営野添住宅 A 棟の敷地内にあ

る駐車場・児童遊園などの活用は狭小な保

育所敷地を補うことになるため、協議を要

します。 

 

 

 

 

 既存建物を大規模改修  

〈方法①〉既存建物を大規模改修し、不足面積を増築する。 

〈方法②〉既存建物西側を撤去、東側を大規模改修し、不足面積を増築する。 

 

既存園舎は平成 24（2012）年に、既に耐震化工事を行っていま

すが、水廻りの不足やバリアフリーなどの大規模改修工事による改

善に限度があり、費用対効果が薄く、今後の耐用年数を伸ばすこと

も困難であることから、既存園舎の撤去が必要と判断し、大規模改

修は行わないこととします。 

 

 

  

【方法①】 

【方法②】 

【方法①】 

【方法②】 
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（３）今後の検討案 

保護者・地域への説明会等でいただいたご意見も参考にし、保育への影響、公園及び保健センター

等の公共施設のあり方、各案の実現可能性を比較し、案を絞ります。また、設計を進める中で保護者・

地域への説明会等を設け、ご意見を伺い、より良い保育所となるよう、さらなる検討を進めます。  
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２．構造比較検討 

本施設は、児童福祉施設等に含まれる保育所であり、敷地面積や定員数を考慮すると「保育室、遊

戯室を 2 階」に計画することが考えられます。そのため、耐火建築物とすることを前提とした構造

の比較検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所という施設用途から、木のぬくもりを感じられる施設として、木造とすることも考えられま

すが、耐火建築物となることや公共施設として長く使用していくことを考慮すると実現性が低くなり

ます。 

鉄筋コンクリート造と鉄骨造の耐用年数は大きく変わりませんが、鉄骨造が大きいスパンの構造に

有利であるという特徴を持つことに対し、本敷地は狭小であることから特徴を活かしきれないため、

遮音性に優れた鉄筋コンクリート造を最優先候補とします。  
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第 4 章．事業の推進に向けて  

 

１．概算工事費  

建築費（解体撤去・新築・仮設園舎・外構整備）の概算工事費を下記に示します。設計費、その他

費用（工事監理費、測量・調査費、環境改善費、土地造成費等）は含んでいません。 

 

 概算工事費 概要 

案１  9 億円 仮設園舎費用は必要ない 

案２ 10 億円 工期が長期間 

案３ 11 億円 現敷地内に仮設園舎建設・解体費用が必要／工期が長期間 

案４ 12 億円 深田公園内に仮設園舎建設・解体・公園整備費用が必要 

案５ 10 億円 保健センター改修費用が必要 

 

近年の建設物価（建材費・人件費等）の高騰などの影響を見通すことが難しく、物価変動を見込ま

ない現時点での想定値として示していますが、今後、基本設計・実施設計を行う中で、増加する可能

性があります。 

 

２．整備スケジュール 

 整備スケジュールを以下に示します。 

  〇令和 7 年度から令和 9 年度：設計業務（基本設計・実施設計・解体設計） 

〇令和 9 年度から：工事 案１・４・５の場合、工事期間 約 2 年 

        案２・３の場合、工事期間 約 3.5 年 

 

 

 

※上記スケジュールについては、変更する場合があります。 
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３．今後の課題 

（１）建替え期間中の保育環境の確保 

建替え期間中も、在園児の保育環境を確保することを最優先事項とし、敷地内で工事を完結させる

場合や、敷地外の別敷地に移る場合でも、既存の園庭は使用できないことから、近隣の公園や小学校

のグラウンド等の使用が必要となるため、関係各所と事前協議の上、使用方法や使用期間などの情報

を共有し、代替園庭の確保に努めます。また、工事中の保育環境についても、昼寝・遊び・行事など

生活リズムを確保できるよう安心・安全な保育に努めます。 

 

（２）環境配慮について 

本市では、2050 年ゼロカーボンシティの実現に向け、率先した取り組みを進めています。施設の

特性を踏まえつつ、太陽光発電に代表される再エネルギーや、省エネルギー設備等の導入を基本に検

討し、ZEB＊の認証を目指します。環境性能にも配慮した施設とし、脱炭素と未来の子どもたちの健

やかな成長に寄与する施設とします。 

 

＊ZEB とは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼びます。

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した

建物のことです。 

  

https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html#phraseology
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添 付 資 料 

 

・職員アンケートまとめ 

・ワークショップだより 
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保育士, 

77

看護師, 

5

調理員, 

6

その他, 

2

未回答, 

1

職員アンケートまとめ 

1 回答者について(アンケート回答 計 91 名) 

1-1 あなたが現在所属している保育所について 

当てはまる項目の□にチェックをつけて下 

さい。 

 

 

 

 

 

 

1-2 あなたの年代にあてはまる項目の□に 

チェックをつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 あなたの職種にあてはまる項目の□に 

チェックをつけて下さい。 

 

 

 

  

深田保

育所, 26

新田保

育所, 34

開田保

育所, 13

滝ノ町

保育所, 

18

20代, 8

30代, 

20

40代, 

28

50代, 

21

60代以

上, 12

未回答, 

2
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2-1 【理想の保育所について】 

深田保育所らしい保育環境を実現できる、又はあなたが理想とする保育所はどのような保育所ですか。 

(アンケート回答一部抜粋) 

〇子どもの生活を守る、安心できる保育所(=安全・安心) 

・日当たり良くてほっこりとすごせる空間。 

・様々な学年と交流でき、担任同士が連携をとりやすい。安心、安全に過ごすことができる環境。 

・死角がなく目が行き届きやすい 

・明るい室内、照明、空調設備が整っている。 

・地震などの災害に備え、耐震にすぐれ、避難所として利用できる設備も兼ね備えた保育所。 

・動線が確保され、見通しのいい園庭、子どもの年齢にあった洗面所などの高さなどが整った保育所 

・保護者が安心して預けられる園であること 

 

〇子どももおとなも、一人ひとりがのびのびと活動できる保育所 

・子どもの「したいこと」に、ていねいに寄り添える保育ができる保育所が理想です 

・子どもたちも職員も、1 人 1 人が、自分のしたいこと、生活遊びが保障されている保育所。 

・子ども達がのびのび自分の好きな遊びができる。 

・子どもが主体的に遊ぶことのできる環境が整った保育所。 

・子どもが愛されていると感じられる保育 

 

〇みんなで育つ、みんなで育てる保育所(＝クラス間交流・異年齢交流・日常のふれあい) 

・他クラスの様子が見え、園庭の様子が見え、園全体で子どもたちの成長を見守り、喜び合える保育所。 

・“ふれあい”の取り組みは大変だけれど、離れると素敵な取りくみだったと実感します。親子でのとり

くみを大事に…理想です。 

 

〇自然と触れる、自然と遊べる保育所 

・自然、四季を感じる事が出来る保育所 

・木、草など自然物があり、虫や植物に触れてあそぶ 

・食育の野菜は育てている様子を全員が見れる(保護者も) 

 

〇地域とつながる保育所 

・地域との交流を大切にしているのでそのまま大切にしつつ、園内、園外共に安全にすごせる環境 

・地域にひらけた保育所 

 

〇絵本とつながる保育所 

・自由に絵本を楽しめる 

・深田は絵本を深める研究会を長く行っている園なので、絵本室を作るなど図書に特化した部屋を作る

のも良いのではないかと思う。 
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2-2 【理想の保育所について】 

2-1 に記載された園舎をめざすためには、どのような施設・設備が必要だと思いますか。 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【保育室】 

・開放的であり全体を見ることができ、自然も大切にすることができる施設。 

・子ども達の様子、保育の様子が外から(保育士同士や保護者)よくみえる。 

・部屋ごとに分かれてはいるが、行き来しやすい。今と同じような感じで、行き来できる扉が間にある

と良い。他クラスの様子が身近に感じられるような部屋の配置。 

・大きく乳児・幼児にわかれていても、どの学年が使っても環境設定しやすい保育室 

・子どもに適した高さや使いやすさを考えられた、安全な棚の設置(棚の角を毎度コーナーガードで覆

わなくてもよいような)。 

・自分のもちものがひと目でわかり生活しやすい動線が整っている 

・壁紙は明るめ、空調節備が整っていて、床暖が乳幼児ともにあればありがたいです。 

・同室の音環境が悪くない居室 

【その他諸室】 

・子どもたちが好きな遊びが見つけられる環境、またじっくりと遊びこめるスペースが持てる施設。 

・上記のとおり(絵本室を作るなど図書に特化した部屋を作るのも良いのではないかと思う)。読書コー

ナー(空間)・机・イスなど、常設しておき、絵本室以外でも園内外会議や個人懇談・面接などでも活

用できれば 1 つの部屋としても作る意義はありそう。園庭開放の際に利用してもらうというのも有り

だと思う。 

・子どもの直接体験(見る、聞く、味わう、触れる、嗅ぐ) が充実できる施設。 

・支援児や、春先の乳児がすごせる部屋が別にあること。 

・ホール以外にもフリースペースがいくつかあり、一緒にあそぶことができたり、うまく生活にのれな

い時少しほっこりしにいけたり… 

【トイレ】 

・人数にみあったトイレ・手洗いの数(水道にお湯)。 

・まずはトイレ。部屋の中なら扉はつけてほしい。感染症が流行しやすくなるので…。手洗いの高さ、

使う学年に合わせてほしい。縦長すぎたり、トイレから室内の様子が見えにくくならないようにして

ほしい。 

▲現状の設備は乳児用男児便器が大きかったり、乳児の手洗いが距離がはなれていたり(水道と手をの

ばす位置)、使いにくいので、こどものサイズに合ったものが良い。 

【園庭・その他】 

・園庭には、木やそのまわりには豊かな土があり、虫などが過ごしやすいようにする。 

・園庭はトラックをかける広さがあることと、収納する棚や倉庫が必要。 

・園庭への出やすさ。災害の時の避難のしやすさ。 

・自由に遊べる空間のある広い園庭(夏は日陰になったら良い) 。畑や花だん、木。土でできた築山。 

・保育所周辺より中が見えやすいのでセキュリティー強化する。  



38 

 

2-3 【保育の目標の達成につながる園舎について】 

深田保育所の保育の目標の達成につながる園舎とするためには、どのような施設・設備が必要だと思

いますか。 

＜保育の目標＞ 

 ア 基本的生活習慣を身につけることで、情緒の安定を図り、生活に見通しを持ち、豊かに生活する

力を培う 

 イ 自発的な遊びや主体的な生活の中で自分の思いを十分に発揮し、豊かに表現する力を育む 

 ウ さまざまな人と関わる中で、自尊感情と他者への信頼感を育み、人と関わる力を育てる 

（参考：令和 5 年度保育所要覧 長岡京市立深田保育所） 

(アンケート回答一部抜粋) 

【保育室・その他諸室】 

・自分の持ち物が簡単に管理できるロッカーや生活の流れが単純にわかる設備が配置されている。時に

は友達と遊びを楽しめたり、時にはひとりでじっくり遊べる空間が整っている。 

・子どもたちが自分で身のまわりのことができやすいような配置がされている。(棚や靴箱の位置、数

／水道が部屋の中にある／おし入れの場所等)。 

・子供が絵本にふれやすいお部屋、コーナー。 

・子どもたちが興味をもったものや不思議に思う事柄をすぐに調べたり実験したりできるスペース 

・フリースペースが多く(その分人員も必要)あると自由あそびの幅が広がり、生活がかわるごとに片づ

けずにすむと遊びが継続できるのではないか 

・保育所と地域の人とのかかわりがもてる部屋を作る。(絵本の部屋を作る) 

・(イ)→室内に大型遊具。(ウ)→異年齢で関わりがもてる場所 (ままごとコーナー) 

・異年齢交流が気軽にできるような保育室や多目的ホールなどがあることで、生活力や表現力、人と関

わる力が身につくと感じた 

・各クラスと行き来しやすい施設のつくり。空き部屋がある。(色々な使い方ができる部屋) 

【園庭】 

・自然に触れたり、四季を感じられる。地域と交流しやすい場所。 

・今もされている、家庭菜園や虫の飼育等、外遊び(園内)が安全にできる環境が必要だと思います。 

・できるなら平屋で園庭を囲うような、又はコの字型のようにして、乳幼児ともに顔が見えたりできれ

ばありがたいです。全体的に室内、園庭ともに広々として圧迫感のないようにしたいです。 

・園舎は今と同じように保育室から園庭が見えるようにするのが安全と思う。おもちゃや絵本の収納場

所が多い部屋。1 階が幼児の部屋、2 階が乳児の部屋にした方が良い。 

【その他】 

・ア、イ、ウに添うかな…。転入時や産後等、1 日からでも安心で適正価格での一時保育が公立保育所

で開所されたら子育てしやすくなるだろう。預かる年齢が幅広くなるので、それに対応できる広さの

保育室。 

・北開田児童館と同じ敷地には出来ないのでしょうか？特に“ウ”が達成されるのではないかと思います。

連携も常にしていると思うので。  
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2-4 【園舎の各部分についてのご意見・ご希望】 

下記①～③についてそれぞれご意見・ご希望を教えて下さい。 

①保育室について 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【保育室の構成】 

・季節に応じた生活面での動線がわかりやすい 

・成長発達に応じた、工夫がなされている。例えば、幼児の部屋は、あえて便利なつくりではない。子

ども達が、自ら考えてその時に応じて部屋の状態を変化できる。など。 

・棚やおもちゃ箱がたおれてくる可能性のある場所をさけて、布団がしけるように。 

・道具を運んでこなくてもいつでも身体を動かすことのできる保育室 

・長い線路や大がかりなブロック製作物など子どもたちの作品を保管できる場所のある保育室 

・各学年はやはり壁でのしきりは必要だと思います。 

●現深田の、ドアで行き来できるのは素敵なので残したい。 

・クラス 1 部屋制の方が生活も活動もしやすいが、活動が集団化する幼児組は仕切りがとれる作り(新

田のような)にしても良いと思う。オープン保育室という形もある。 

・災害に備え、1F は乳児、2F は幼児の部屋にするのが望ましいと思う。 

・夏の暑さでもすごしやすい保育室、廊下(日当たりがよすぎると空調もきかないので…) 

【設備・建具】 

・子どもたちの作品や掲示物が沢山貼り出せる壁面が多くほしい(できたらマグネットボード) 

・テレビやビデオが見れたり、インターネットを使って動画視聴のできる環境 

・幼児も床暖がほしい。 

・部屋から出なくても、すぐ職員室、他の部屋や給食室と連絡がとれる 

・保育室の扉(戸)は、(乳児の)柵もつけてほしい。 

●公立時代の神足はいい感じでした。 

【収納・ロッカー】 

・たてつけの棚ではなく、地震対策ができる簡単に移動できる棚がいい。 

・個人用ロッカーが大きめ(1 人のものが 1 か所に収まるのが良い)(ベスト、カラー帽子、道具箱、リュ

ック、水筒、水着バック(プール)等) 

【手洗い場・トイレ】 

・室内に手洗い場がほしい。乳児は水道の数をふやしてほしい。 

・子どもの数に合ったトイレが欲しい。 

▲新田は少なすぎる。スペースも広すぎて遊んでしまう。3 才児クラス、トイレ近くにある方がいい。 

【園庭・テラス・屋外廊下】 

・保育室から園庭にすぐ出られる環境で可能なら乳児・幼児別に園庭がある。(行き来できる) 

・ベランダ(テラス)は大きく、且つ水あそびなど可能な仕様だと有効活用しやすい。 

・今は廊下が園庭に面しているので雨が強く降ると廊下が水浸しになるのでその点を改善できるとよい 

【その他】  

・保育室の面積の最低基準に廊下やトイレは含めず、子ども達の生活やあそべる場所のみで計算して下

さい。  
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2-4 【園舎の各部分についてのご意見・ご希望】 

下記①～③についてそれぞれご意見・ご希望を教えて下さい。 

②園庭について 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【安全性】 

●広く見わたせるので子どもの危険を察知しやすい。遊具も適度な量で保育士の目は届きやすい。 

▲新田保は 2 ヶ所に分かれていて使いにくい。第 1 園庭は狭い。第 2 園庭は、出入口が 1 つしかなく、

しかもまわらないと入れない。 

・出入口が 1 ヶ所以上。防犯上 1 ヶ所しかないと袋の鼠。 

【乳児の安全性】 

・乳児が安全に楽しめる遊具がある(砂場含) 

・乳幼児の外あそびが、一斉に安全に出来るよう、乳・幼児の所に見えるフェンスなどでしきりをし、

時には、乳児も幼児用の園庭であそべるよう園庭や木立ちや草花にも触れられるような環境 

【暑さ対策】 

・日よけになるような屋根 

・夏場の遮光ネットが、簡単にとりつけられる。 

・木陰がある 

・夏は全く園庭に出られないので、ミストが出たり、プール時に暑さでプールに入れなくならないよう

に断熱がしっかりされた屋上を室内にして遊べるとか…何かほしいです。 

【地域子育て支援センターの利用】 

・支援センターの利用者が、自由に出入りできるテラス、庭があれば良い。水あそびもできると嬉しい。 

【樹木】 

●深田の子どもの人数だと、この園庭の広さは十分だと思います。桜や紅葉、イチョウなど四季を感じ

やすく、ままごとなどに使えるような木がほしいです。(毛虫が付きにくいものが良いですが） 

【多様なスペース】 

・水はけが良いグラウンド(土の)が良いです。泥団子や水遊びなどができるように。 

・畑のスペースもほしいです。 

・不思議な自然事象や遊びを更に深める実験スペース 

・おもちゃが雨ざらしにならないよう、遊具置場の予めの確保(体育倉庫も)。 

【プール】 

●プールから保育室が近いので子ども達がすぐ向かえるのはとてもいい。 

・プールの設置・保管が簡潔にできる。 

【運動会】 

●深田は運動会の会場設営がしやすいと思う。 

・リレーをする時に小さいトラックだと、スピードにのれないので、ある程度の大きさが確保できる園

庭の大きさがあれば良いと思う。 

【その他】 

・少し高めのフェンスや壁(ボールが園外へ飛んで行きにくいように)。  
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2-4 【園舎の各部分についてのご意見・ご希望】 

下記①～③についてそれぞれご意見・ご希望を教えて下さい。 

③その他（保健、給食、遊戯室、地域交流、発達支援保育、安全など） 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【調理室】 

・夏場の温度が高くなり、衛生面(気をつけてはいますが) が気になります。 

▲調理室内、通路は広めに。 (開田せまいです。) 

・調理工程が見えたり、調理員さんと交流しやすい給食室。 

【遊戯室】 

・遊戯室→保護者の人や地域の人も出入りしやすい場所 

・ホールの出入口は 2 ヶ所以上あるとよい。 

●スライディングウォールでとなりの保育室とつながり広くできるのはよい。ホールは縦長より横に広

いほうが保護者は見やすい。 

・太鼓の音がご近所に響きすぎずに叩けるホールだといいなぁ 

【保健室】 

・保健室は職員室の中にほしいですが隔離できるよう扉などがあれば良いです。 

・保健室を個別の部屋にしてはどうか？(感染症のこともあり)又、トイレを保健室内に設置し、下痢や

嘔吐の処理等もできるのでは… 

【支援保育の部屋】 

・支援保育児がクールダウンしたり療育ができる空間か部屋があると良いと思う。(遊戯室(ホール)とは

またちがうプレイルーム的な小部屋など) 

・発達支援(発達障がい)を専門的に学んできた保育士を常駐させて欲しい 

【地域子育て支援センター】 

・用途によって部屋を仕切れるもの(扉、カーテンなど) (授乳時、職員の事務仕事の時などの目かくし) 

・保育所出入口に近い部屋(保育の妨げになりにくいと考える) 

【災害時】 

・災害時に、活用できる施設。畜電ができる、自家発電など。 

・災害時の避難がスムーズにでき、安全確認もしやすい。雨の日でも、屋外に避難しやすい。 

▲新築された開田、新田とも、避難経路に近いところに給食室があるので(階段下)、実際に火災が起き

た時危険が多い。より安全なところに作る必要があると思う。 

【その他】 

・雨の日に遊べるプレイルーム。廊下・半野外空間で雨の日でも遊べる 

・従来とおり、 地域児童館との連携。 

・シルバーさんの休憩所の確保 

・(予備室)保護者との懇談ができるくらい 

・保育室、トイレの個室など扉は子どもが指づめしにくいものにして。 

・保護者用駐車場を広めに欲しい。  
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2-5 【今後取り入れたい保育の取り組みについて】 

今後新たに取り入れたい保育の取り組みがありますか。ご自由にお書きください。 

(例)食育、異年齢保育、地域との交流、読書、音楽、スポーツなど 

(アンケート回答一部抜粋)       (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【食育】 

・子供達と、調理員のクッキング(お部屋の空間で、出来ると嬉しいです。) 

・食育については、クッキングを再開していく方向ではあるので、ホールや各部屋に対応のコンセント

やガス栓がある 

【絵本】 

・本を大切に、より多くの本と出逢うことが日常の中でしやすくなるような施設 

・図書室のように絵本がたくさんある部屋。 

【芸術】 

・体育、音楽の専門家に来てもらい隔週でもいいので「本物」に触れ、子ども達に何かを感じる時間を

持って欲しい 

・絵画→絵具、画用紙などわかりやすく収納できる場所がほしい。 

【屋内あそび】 

・ホールとは別にプレイルームのような部屋があれば、園庭にも戸外にも出られない時に遊びやすいと

いうか活動がしやすいです。 

【屋外あそび】 

・自由に外あそびも楽しめるようにしたい(専用の小庭やテラスなど) 

・雨の日も外に出られる保育 

・自然にたくさん触れ合える保育 

【地域子育て支援・地域交流】 

・用途によって大きさの変えられる部屋があれば講座や BP プログラム1 に使用できるのでうれしい。 

・コロナの流行で中断された状態になっていますが地域との交流(特に年配者)は、積極的に行なってい

くべきだと思います。 

【異年齢交流】 

・異年齢での活動は今後もやっていく予定なので、交流しやすくしてもらいたい。 

【異年齢保育2 ・少人数保育3 】 

・異年齢保育…保育士に負担にならないよう子ども達が楽しめる経験をたくさんしてほしい。 

・保育士の人数を考えると難しいとは思いますが、少人数保育も取り入れてみたいです。 

【その他】 ●今あるとりくみ4 を、しっかりと深めていきたい。   

                                                   
1 BP プログラム：親子の絆づくりプログラムの愛称。初めて赤ちゃんを育てている母親を支援・サポートする参加者中

心型プログラム。専門家による子育てに関する講習とディスカッションが行われる。 
2 異年齢保育：異なる年齢層の子どもが同じ保育グループで共に過ごす保育形態。 
3 少人数保育：0～2 歳までの子どもを認可保育所(原則 20 名以上)より少ない定員(6～19 人)で運営する保育形態。 
4 深田保育所でのとりくみ：絵本の世界観で遊び込む“ふれあいのゆうべ”、異年齢交流(年少・年中・年長で縦割りグル

ープ活動)、食育(畑で栽培活動)、自然にふれあう(園庭でセミ取り、生き物の飼育) 
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2-6 【職員の職場環境について】 

職員が働きやすい園舎とするためには、どのような施設・設備が必要だと思いますか。 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【保育所全体】 

・子どもが過ごしやすいことが職員の働きやすさ。安全で、目の届きやすいことがベストかと。 

・子ども達を見守りつつも、職員が重い圧のように監視されない園舎 

【事務室・配膳室】 

・事務所は門から近く、外部の出入りも把握でき、かつ、各保育室にも目が届き風通しのよい所がいい。 

・事務がどこででもできる(パソコン、Wi-Fi)設備や事務机の設置(今は子ども用机を利用) 

・配膳室、共用スペースは全ての保育室から近いのが嬉しい。 

【休憩室・更衣室】 

・休憩室や 1 人 1 つロッカー、更衣室などはほしいです。 

・休憩室にシャワールームがあれば夏のプール遊びの後ゆっくり体をながせる(保育中はバタバタして

自分の体も洗えない) 

・休憩室、更衣室、給湯室が近いこと。上記(休憩室、更衣室、給湯室)が保育室に近すぎず、一時的に

保育中の声や音から少し離れて、心身が休まる環境がほしいです。 

・部屋に使いやすい収納・教材室・使用する場所の近くに片付けられる大きな収納(収納がないともの

が散らかり、ほしいものもとりだしにくくそれに労力を使ったり忘れてしまい、使えなかったりする) 

【トイレ】 

・職員の人数に合ったトイレの数 

・男性保育士(実習生でも)が来られることもあるので、対応できるようにしておくと良いと思う。(更衣

室、トイレ) 

・保育室から離れたトイレに行くのは大変なので、大人用トイレも保育室内にあればありがたい。 

【設備・備品】 

・女手ばかりになりがちなので、エレベーター設置があると重たいものを運ぶ際体の負担が減る。肢体

不自由などの支援児の活動もしやすくなるメリットもある。 

・ブルートゥースのスピーカーがあればデータを焼かなくてすみます。 

・内線が各クラスとつながる(職員室だけでなく) 

【プール・屋外施設】 

・プールの出し入れがしやすく、片付けられる場所 

・毎夏場シャワー・プールの場を設置・撤去するのが大変なので、屋上にプール場を常設で作ってはど

うか？(作り的には開田や新田と同じような感じ)火災の場合の水の確保・ヤゴとりなどでも活用でき

る。目線対策や暑さ対策にも。 

▲自転車置き場のスペースもう少し広い方が良い。 

●開田保育所のような雨具が干せるものがあればうれしい 

・遮光ネット、雑草抜きなど人手がかかることへの簡素化できる環境 

【その他】 

・大人の雑務に関する動線も考えてほしい  
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3 【その他】 

その他、ご意見等ありましたらご記入ください。 

(アンケート回答一部抜粋)      (凡例) ▲…現状の保育所の課題 ●…現状の保育所の良い所 

【計画について】 

・小学校の敷地内にある保育所はどうしても学校の施設に近くなると思います(無機質さを感じる)。独

立された場で建てることができるので今のつくりを基本に(園庭が広く、自然もある)。子どもたちの

今の時期ならではの経験が多くできるようなものになればうれしいです。 

・これから何年、何十年先の子どもたちや、職員が使いやすい、 なんでこんな所にこんなものが？と

ならないような保育所になってほしいです。 

・予算等でどうしても実現できない事もあるとは思いますが、その中でいかにコスト削減しながらも効

率良く、すごしやすくできるかの視点でかなわない部分も工夫してほしい。 

・具体的に話が進んだ段階で、園舎の作りなど全職員に話をおろしたり、意見がきけるようにしてほし

い。 

 

【保育所について】 

・段差の少ない。園庭へはどこからでも出られる。 

▲防犯対策が今よりできていることを希望します。 

・夏になる度にプールを出して設置するのは大変なので、屋上か庭の奥に、プールを作ったら良いと思

う。今迄勤務していた保育園にはプールがありました。 

・災害、異常気象に柔軟に対応できるようなことも考慮希望 

・床暖房は乳児だけでもいいと思います (上ぐつを履くようになったので)。 

・屋根にソーラーパネルがあると地球にも優しそう。 

・竹や木を使ったおもちゃも取り入れてもらえたら子どもたちのためになるかと思います。 

・保育室数が可能であれば 1 部屋くらいゆとりがあると多目的に使えてうれしいです。 

・幼児トイレ(3～4 才)は部屋と部屋の間にあって、様子を大人は保育室から見守れるとうれしい。 

・乳児トイレは便器の間に仕切りはなくてもいいが、3～5 才のトイレには必ず仕切りがほしい。 

・ドアが大人の手でとりはずしできると、そのトイレを使うメインの学年がかわった時便利だと思いま

す。 

・私立保育園の様な、ミッキーの門や、アンパンマンの遊具。そういうキャラクターものの導入を公立

もしてほしい。 

 

【人材・待遇面について】 

・人手不足(1 日来勤(パート)して下さる)の人材確保。仕事終了までの時間帯に近年の災害など考えて、

パート、嘱託以外の先生が(1 人でも)交代で居て下さるような、勤務体系を望みます。 

・少子化の時代、保護者は民間の設備の整った新しくキレイな園を選びたい。器だけ立派でもいけない

ので保育の中味もしっかりとしたものにしなければいけない。それには保育士の待遇面も改善されて

いってほしい。  
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第 1回深田ワークショップ開催！ 

深田保育所の改築について、基本構想の策定を行う業者から説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の進め方 

下記 5つの課題について先生方の意見を聞きながら、基本構想を策定していきます。 

 

 

 

 

 

 

おしらせ 

各保育所の先生方に保育所についてのアンケートをお願いしています。 

アンケートへのご協力をお願いいたします。 

深田ワークショップだより No.1 

（提案書より抜粋） 

発行日：2024年 7月 31日 

開催場所：深田保育所 

（提案書より抜粋） 
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アンケートへのご協力をいただきありがとうございました 

深田、新田、開田、滝ノ町保育所の職員の皆様から、とても沢山のアンケート回答をいただきま

した。お忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

現在集計中となりますが、集計結果はまた皆様へ周知させていただきます。 

こちらのアンケートと深田ワークショップを基に、深田保育所がどのような新たな園となるのか

検討を進めていきます。 

 

第 2回深田ワークショップを開催しました 

今回は「靴の履き替え」「廊下」「保育室の位置」「トイレの位置」等の要素について、主に深田

保育所や新田保育所の現状をそれぞれ比較し、各保育所の先生方に現状の良いところ、悪いとこ

ろについてお話していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の進め方 

下記スケジュールで深田ワークショップを開催し、基本構想を策定していきます。 

第１回 提案内容の説明 （終了） 

第２回 各部の考え方 （終了） 

第３回 仮案に対する意見（次回 9月 19日(木)） 

第４回 外部に対する意見 

第５回 まとめ 

  

深田ワークショップだより No.2 

発行日：2024年 8月 26日 

開催場所：深田保育所 

第２回深田ワークショップの様子 

トイレの位置 3タイプ 

(資料より抜粋) 
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第 3回深田ワークショップを開催しました 

今回は「園舎の形から、どんな保育ができるのか？アイデア交換」をテーマとし、「ホール中心

案」と「園庭中心案」の 2つの保育所の計画に対して意見交換をするグループワークを行いまし

た。３Dモデルで園舎内の様子を確認しながら、より良い保育空間にする為にどうあってほしい

のかについて話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの集計を行いました 

前回沢山の回答をいただきましたアンケートの集計を行いました。 

A３版の全回答を載せたものと、A4 版の多く寄せられた回答や特徴的な回答を抜粋してまとめ

たものをワークショップで配布しています。 

 

今後の進め方 

下記スケジュールで深田ワークショップを開催し、基本構想を策定していきます。 

第１回 提案内容の説明 （終了） 

第２回 各部の考え方 （終了） 

第３回 仮案に対する意見（終了） 

第４回 外部に対する意見（次回：10月 28日(月) 15：45～17：15） 

第５回 まとめ 

深田ワークショップだより No.３ 

発行日：2024年９月 19日 

開催場所：深田保育所 

グループワークの様子 

ホール中心案 

園庭中心案 
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第 4回深田ワークショップを開催しました 

今回はテーマ①「園舎と外部の関係性について」、テーマ②「どんな園庭にしたいのか」につい

て、それぞれ意見交換をするグループワークを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ①「園舎と外部の関係性について」では、庇のついた幅が広い屋外廊下やピロティといっ

た半屋外空間があれば、どのようなことができるのかアイデアを出し合いました。 

テーマ②「どんな園庭にしたいのか」では、現在の園庭を見ながら、新しい園庭でどのような活

動がしたいか、どのような場が必要なのか話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の進め方 

下記スケジュールで深田ワークショップを開催し、基本構想を策定していきます。 

第１回 提案内容の説明 （7月 31日 終了） 

第２回 各部の考え方 （8月 26日 終了） 

第３回 仮案に対する意見（9月 19日 終了） 

第４回 外部に対する意見（10月 28日 終了） 

第 5回 ワークショップまとめ（次回：11月 15日（月）15：45～17：15） 

 

深田ワークショップだより No.４ 

発行日：2024年 10月 30日 

開催場所：深田保育所 

ピロティのイメージ 庇のついた幅が広い屋外廊下のイメージ 

グループワークの様子 発表の様子 
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第５回深田ワークショップを開催しました 

今回はこれまでのワークショップのまとめとして、深田保育所改築の基本構想について、概要版

を配布し説明を行いました。 

 

 

 

 

 

長岡京市立保健センター及び旧乙訓休日診療所を工事中の仮設園舎として改修し、現敷地で新園

舎を新築するという案（上表の案 6)について、意見交換をするグループワークを行いました。 

 

保育所ではない建物を仮設園舎として利用することの良い点や気になる点、また新しく建つ園舎 

でどのような保育ができるのかなどについて話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深田ワークショップにご協力いただきありがとうございました 

本日で全 5回の深田ワークショップは終了となります。 

深田ワークショップにご参加いただいた先生方、アンケートにご回答いただいた職員の皆様、ご

協力いただき誠にありがとうございました。 

皆様からいただいた貴重なご意見は、今後の設計に活かせるように、基本構想としてまとめさせ

ていただきます。今後も、保育の現場からの意見を大事に進めていきますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

発行日：2025年 1月 16日 

開催場所：深田保育所 

グループワークの様子 

基本構想(概要版)より検討案部分を抜粋 

深田ワークショップだより No.５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡京市 健康福祉部 福祉政策室 

〒617-8501 

長岡京市開田 1 丁目 1 番 1 号 

TEL:075-955-3135 FAX:075-952-0001 

E-mail:fukushiseisaku@city.nagaokakyo.lg.jp 

 


